
平成３０年度第１回 長久手市都市計画審議会

日時 平成３０年１２月１８日（火）

午前１０時から

場所 長久手市役所西庁舎７、８会議室

議 案

第１号議案 名古屋都市計画区域区分の変更について（愛知県決定）

第２号議案 名古屋都市計画用途地域の変更について（長久手市決定）

第３号議案 名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更につ

いて（愛知県決定）

次 第

１ 開 会

２ あいさつ

３ 会長の選出

４ 議案審議

５ 閉 会
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任期

区　　分 氏　　名 備考

学識経験のある者 浅野　純一郎
豊橋技術科学大学　建築・都市システム学系
教授

都市計画専門

藤田　素弘
名古屋工業大学大学院
創成シミュレーション工学専攻 　教授

交通工学専門

松宮　朝 愛知県立大学教育福祉学部　準教授
地域福祉、都市
農業専門

宮崎　幸恵
東海学園大学
名誉教授

都市計画専門

議会の議員 大島　令子 長久手市議会議員

岡崎　つよし 長久手市議会議員

ささせ　順子 長久手市議会議員

じんの　和子 長久手市議会議員

市民 浅井　成美 自治会連合会長・区長会　会長

近藤　鋭雄　
あいち尾東農業協同組合
長久手事業本部
長久手地域総括理事

長久手市都市計画審議会委員

平成30年6月1日から平成32年5月31日まで

　（各区分内：五十音順）
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平成３０年度 第１回

長久手市都市計画審議会議案

長久手市都市計画審議会
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第 １ 号議案

平成３０年１１月１９日付け３０長都第２７０号で長久手市長が諮問した

「名古屋都市計画区域区分の変更」について（愛知県決定）

平成３０年１２月１８日提出

長久手市都市計画審議会会長
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第 ２ 号議案

平成３０年１１月１９日付け３０長都第２７１号で長久手市長が付議した

「名古屋都市計画用途地域の変更」について（長久手市決定）

平成３０年１２月１８日提出

長久手市都市計画審議会会長
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名古屋都市計画用途地域の変更（長久手市決定） 

 

都市計画用途地域を次のように変更する。 

種  類 面  積 
建築物の 

容積率 

建築物の

建蔽率 

外 壁 の

後 退 距

離 の 限

度 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物

の高さ

の限度 

その他

及び 

備 考 

第 一 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 

 

 

小 計 

約  110ha

約  132ha

約  8.0ha

 

約  250ha

10/10以下

10/10以下

15/10以下

5/10以下

6/10以下

6/10以下 － － 10m 

44.0％ 

52.8％ 

3.2％ 

 

33.4％ 

第 二 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 
－ － － － － － － 

第 一 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

約   67ha

約   13ha

 

約   80ha

15/10以下

20/10以下

6/10以下

6/10以下
－ － － 

83.8％ 

16.2％ 

 

10.7％ 

第 二 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 
約   41ha 20/10以下 6/10以下 － － － 5.5％ 

第 一 種 

住 居 地 域 
約  223ha 20/10以下 6/10以下 － － － 29.9％ 

第 二 種 

住 居 地 域 
約   13ha 20/10以下 6/10以下 － － － 1.7％ 

準 住 居 地 域 

 

 

小 計 

約   31ha

約  1.7ha

 

約   33ha

20/10以下

30/10以下

6/10以下

6/10以下
－ － － 

94.8％ 

5.2％ 

 

4.4％ 

近 隣 商 業 地 域 

 

 

小 計 

約   11ha

約  5.9ha

 

約    17ha

20/10以下

30/10以下

8/10以下

8/10以下
－ － － 

65.4％ 

34.6％ 

 

2.3％ 

商 業 地 域 － － － － － － － 

準 工 業 地 域 約   57ha 20/10以下 6/10以下 － － － 7.6％ 

工 業 地 域 約   33ha 20/10以下 6/10以下 － － － 4.5％ 

工 業 専 用 地 域 － － － － － － － 

合 計 約  747ha      100％ 

 「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 
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（新旧対照） 

（参考）名古屋都市計画用途地域の変更（長久手市決定） 

 

都市計画用途地域を次のように変更する。 

種  類 面  積 
建築物の 

容積率 

建築物の

建蔽率 

外 壁 の

後 退 距

離 の 限

度 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物

の高さ

の限度 

その他及び

備 考 

第 一 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 

 

 

小 計 

約 109.68ha

約 131.79ha

約  7.95ha

 

約 249.42ha

10/10以下

10/10以下

15/10以下

5/10以下

6/10以下

6/10以下
－ － 10m 

44.0％ 

52.8％ 

3.2％ 

 

33.4％ 

（33.4％）

第 二 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 
－ － － － － － － 

第 一 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

約  67.09ha

約  13.06ha

 

約  80.15ha

15/10以下

20/10以下

 

6/10以下

6/10以下

 － － － 

83.8％ 

16.2％ 

 

10.7％ 

(10.7％) 

第 二 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 
約  40.90ha 20/10以下 6/10以下 － － － 

5.5％ 

(5.5％) 

第 一 種 

住 居 地 域 

約 223.24ha

(約223.21ha)
20/10以下 6/10以下 － － － 

29.9％ 

(29.9％) 

第 二 種 

住 居 地 域 
約  12.65ha 20/10以下 6/10以下 － － － 

1.7％ 

(1.7％) 

準 住 居 地 域 

 

 

小 計 

約  31.16ha

約  1.70ha

 

約  32.86ha

20/10以下

30/10以下

6/10以下

6/10以下

－ － － 

94.8％ 

5.2％ 

 

4.4％ 

(4.4％) 

近 隣 商 業 地 域 

 

 

小 計 

約  11.19ha

約  5.92ha

 

約  17.11ha

20/10以下

30/10以下

8/10以下

8/10以下

－ － － 

65.4％ 

34.6％ 

 

2.3％ 

(2.3％) 

商 業 地 域 － － － － － － － 

準 工 業 地 域 約  56.81ha 20/10以下 6/10以下 － － － 7.6％ 

(7.6％) 

工 業 地 域 約  33.42ha 20/10以下 6/10以下 － － － 4.5％ 

(4.5％) 

工 業 専 用 地 域 － － － － － － － 

合 計 約 746.56ha

(約746.53ha)

     100％ 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 
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理  由 

 

 区域区分の変更に伴い、将来の土地利用計画、周辺の土地利用の状況及び都市施設の整備状況等を

総合的に勘案し、適切な用途地域を定めるものである。 
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名古屋都市計画用途地域の変更 

（岩作地区） 

理 由 書
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理 由 書 

【岩作地区】 

 

１ 変更の概要 

主な変更は以下のとおりです。 

変更前後 種類 容積率 建蔽率 
高さ 

の制限 
備考 

変更前 未指定 200％ 60％ - 市街化調整区域 

変更後 第一種住居地域 200％ 60％ - - 
 

変更前後 種類 容積率 建蔽率 
高さ 

の制限
備考 

変更前 第一種住居地域 200％ 60％ - - 

変更後 未指定 200％ 60％ - 市街化調整区域 
 

２ 当該都市計画の都市の将来像における位置づけ 

名古屋都市計画区域マスタープラン（愛知県：平成30年度改定予定）の区域区分の方針

の基本方針において、「市街化区域と市街化調整区域の境界とした地形、地物などが変化

した場合には、必要に応じて区域区分の変更を行います。」としています。 

 

３ 当該都市計画の必要性 

用途地域は、市街地における土地利用規制の根本をなしており、都市全体にわたる都市

機能の配置及び密度構成の観点から検討し、市街地開発事業等の都市計画と十分に調整が

図られたうえで、合理的な土地利用の実現に資するように定めることが望ましいとされて

います。 

当該地区の市街化区域境界としていた未整備の都市計画道路が都市計画変更され、その

後、変更された計画に基づき都市計画道路が整備されたため、当該道路の中心に市街化区

域境界を改めるとともに、まちづくりの方針に沿った適切な土地利用制限を進めるため、

用途地域を変更します。 

 

４ 当該都市計画の妥当性 

当該地区は、上記理由により、明確な地形地物を区域の境界とするため、約0.09haを市

街化区域へ編入するのに合わせて、同一境界である都市計画変更された道路の中心に用途

地域界を変更し、第一種住居地域（容積率200％・建蔽率60％）に指定します。また、約0.06ha

を市街化調整区域へ編入するのに合わせて、同一境界である都市計画変更された道路の中

心に用途地域界を変更し、用途地域を解除します。 
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先達公園

中池

岩作中権
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m

計　　画　　図

縮　　　　　尺　　1/2,500

都市計画区域名　　名古屋都市計画

市　町　村　名　　長久手市

地 　 区　  名　　岩作地区
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第 ３ 号議案

平成３０年１１月１９日付け３０長都第２７２号で長久手市長が諮問した

「名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」について（愛知県

決定）

平成３０年１２月１８日提出

長久手市都市計画審議会会長
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